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衆
議
院
議
員
橘
慶
一
郎
君
提
出
今
般
の
人
事
院
勧
告
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
国
家
公
務
員
の
労
働
基
本
権
が
な
お
制
約
さ
れ
て
い
る
現
行
制
度
の
下
に
お
い
て
は
、
人
事
院
勧
告
制

度
を
尊
重
す
る
こ
と
が
基
本
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

給
与
関
係
閣
僚
会
議
が
開
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
昭
和
三
十
六
年
以
降
で
は
、
昭
和
五
十
六
年
の
人
事
院
勧
告
の
取
扱

い
に
つ
い
て
、
同
年
十
一
月
二
十
七
日
に
閣
議
決
定
し
た
例
が
、
最
も
遅
か
っ
た
事
例
で
あ
る
。

三
及
び
八
に
つ
い
て

本
年
の
人
事
院
勧
告
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
国
家
公
務
員
の
労
働
基
本
権
が
な
お
制
約
さ
れ
て
い
る
現
行
制
度
の
下
に

お
い
て
は
人
事
院
勧
告
制
度
を
尊
重
す
る
こ
と
が
基
本
で
あ
る
が
、
本
年
四
月
か
ら
国
家
公
務
員
の
給
与
の
改
定
及
び
臨
時

特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
二
号
。
以
下
「
給
与
改
定
・
臨
時
特
例
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
給
与
減

額
支
給
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
等
を
勘
案
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
政
府
に
お
い
て
、
現
在
、
鋭
意
検
討
を
行

っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一



四
及
び
五
に
つ
い
て

御
指
摘
の
樽
床
総
務
大
臣
の
発
言
は
、
給
与
改
定
・
臨
時
特
例
法
を
国
会
に
提
出
し
た
各
政
党
に
お
い
て
本
年
の
人
事
院

勧
告
の
取
扱
い
に
つ
い
て
の
意
見
が
取
り
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
と
は
承
知
し
て
い
な
い
と
い
う
同
大
臣
の
認
識
を
述
べ
た
も

の
で
あ
る
。

各
政
党
の
人
事
院
勧
告
に
関
す
る
見
解
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
お
答
え
す
る
立
場
に
な
い
。

六
に
つ
い
て

本
年
十
月
二
十
六
日
時
点
で
、
人
事
委
員
会
の
勧
告
が
な
さ
れ
た
都
道
府
県
の
数
は
四
十
一
で
あ
り
、
本
年
の
人
事
院
勧

告
等
を
踏
ま
え
、
五
十
歳
台
後
半
層
の
職
員
の
昇
給
制
度
の
改
正
を
す
べ
き
と
の
旨
の
勧
告
が
な
さ
れ
た
都
道
府
県
の
数
は

二
十
七
、
昇
格
制
度
の
改
正
を
す
べ
き
と
の
旨
の
報
告
等
が
な
さ
れ
た
都
道
府
県
の
数
は
三
十
二
で
あ
る
。

七
に
つ
い
て

例
年
、
国
家
公
務
員
の
給
与
改
定
に
関
す
る
取
扱
い
の
閣
議
決
定
に
合
わ
せ
て
、
総
務
省
と
し
て
は
、
地
方
公
務
員
法
（

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
五
十
九
条
等
に
基
づ
く
技
術
的
助
言
と
し
て
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
地
方

公
務
員
の
給
与
改
定
に
関
す
る
取
扱
い
の
通
知
を
発
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二



本
年
に
つ
い
て
は
、
十
一
月
六
日
現
在
で
、
地
方
公
務
員
の
給
与
改
定
に
関
す
る
取
扱
い
の
通
知
は
発
出
し
て
い
な
い
。

九
に
つ
い
て

五
十
歳
台
後
半
層
に
お
け
る
官
民
の
給
与
差
の
是
正
に
つ
い
て
は
、
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
給
与
（
以
下
「
国
家
公
務

員
給
与
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
の
重
要
な
課
題
の
一
つ
と
し
て
近
年
重
点
的
な
取
組
が
行
わ
れ
て
き
て
い
る
が
、
な
お
給

与
差
は
相
当
程
度
存
在
し
て
い
る
状
況
に
あ
る
。

人
事
院
と
し
て
は
、
世
代
間
の
給
与
配
分
を
適
正
化
す
る
観
点
か
ら
、
本
年
勧
告
を
行
っ
た
五
十
歳
台
後
半
層
に
お
け
る

給
与
水
準
の
上
昇
を
よ
り
抑
制
す
る
方
向
で
の
昇
給
制
度
の
改
正
（
以
下
「
昇
給
制
度
改
正
」
と
い
う
。
）
は
、
早
急
に
取

り
組
む
べ
き
課
題
で
あ
り
、
国
家
公
務
員
給
与
に
つ
い
て
本
年
四
月
か
ら
給
与
改
定
・
臨
時
特
例
法
に
基
づ
く
給
与
減
額
支

給
措
置
が
実
施
さ
れ
て
い
る
中
で
は
あ
る
が
、
人
事
院
勧
告
ど
お
り
直
近
の
昇
給
日
で
あ
る
平
成
二
十
五
年
一
月
一
日
か
ら

実
施
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

十
に
つ
い
て

本
年
の
人
事
院
勧
告
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
三
及
び
八
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
現
在
、
政
府
に
お
い
て
、
鋭
意

検
討
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三



人
事
院
と
し
て
は
、
現
時
点
で
、
「
内
閣
の
決
定
が
遅
れ
る
場
合
」
を
前
提
と
し
た
お
尋
ね
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難

で
あ
る
が
、
昇
給
制
度
改
正
及
び
本
年
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
報
告
で
示
し
た
昇
格
制
度
の
改
正
は
、
共
に
平
成
二
十
五

年
一
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

四


